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平
成
二
十
二
年
第
四
回
垂
井
町
議
会
定
例
会
第
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日
（
木
曜
日
） 

一 

出
席
議
員
及
び
欠
席
議
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

出
席
議
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 
 

番 
 

藤 

墳 
 

 

理 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 
 

番 
 

吉 

野 
 

 

誠 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 
 

番 
 

木 

村 

千 

秋 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 
 

番 
 

栗 

田 

利 

朗 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
五 

 

番 
 

広 

瀬 

文 

典 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
六 

 

番 
 

奥 

村 

耕 

作 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七 
 

番 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

八 
 

番 
 

末 

政 

京 

子 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

九 
 

番 
 

岩 

崎 

秋 

夫 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十 
 

番 
 

丹 
羽 

豊 

次 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
一 

 

番 
 

小 

林 
敏 

美 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
二 
 

番 
 

広 

瀬 
 

 
康 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
三 

 

番 
 

衣 

斐 

弘 
修 
君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

欠
席
議
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

な 
 

し 

 二 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
説
明
の
た
め
出
席
し
た
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

町

長 
 

中 

川 

満 

也 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

副

町

長 
 

若 

山 

隆 

史 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総

務

課

長 
 

永 

澤 

幸 

男 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

企

画

調

整

課

長 
 

早 

野 

博 

文 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

税

務

課

長 
 

興 
 

 

慈 

善 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

健

康

福

祉

課

長 
 

中 

村 

繁 

範 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住

民

課

長 
 

桐 

山 

浩 

治 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

建

設

課

長 
 

小 

川 

孝 

夫 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

産

業

課

長 
 

三 

浦 

高 

雄 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

上

下
水

道
課

長 
 

中 

島 

健 

司 

君 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

古 

山 

則 

雄 

君 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

消

防

主

任 
 

吉 

田 

守 

男 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教

育

長 
 

渡 

辺 

眞 

悟 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学

校

教

育

課

長 
 

乾 
 

 
 

 

豊 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

生

涯

学

習

課

長 
 

多 

賀 

清 

隆 

君 

 三 

職
務
の
た
め
出
席
し
た
事
務
局
職
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事

務

局

長 
 

高 

木 

一 

幸 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

書

記 
 

久
保
田 

陽 

一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

書

記 
 

藤 

塚 

怜 

奈 

 四 

議
事
日
程 

 

平
成
二
十
二
年
第
四
回
垂
井
町
議
会
定
例
会
第
三
日
議
事
日
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

開
議 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日
（
木
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

午
前
九
時 

日
程
第
一 

議
第
四
十
二
号 

垂
井
町
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

日
程
第
二 
議
第
四
十
三
号 

垂
井
町
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

会

計

管

理

者

兼 

会

計

課

長
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の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

日
程
第
三 

議
第
四
十
四
号 

垂
井
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て 

日
程
第
四 
議
第
四
十
六
号 

平
成
二
十
二
年
度
垂
井
町
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
二
号
） 

日
程
第
五 

議
第
四
十
七
号 

平
成
二
十
二
年
度
垂
井
町
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

日
程
第
六 

議
第
四
十
五
号 

平
成
二
十
一
年
度
垂
井
町
水
道
事
業
会
計
決

算
認
定
に
つ
い
て 

日
程
第
七 

議
第
四
十
八
号 

垂
井
町
父
子
福
祉
手
当
支
給
条
例
の
廃
止
に

つ
い
て 

日
程
第
八 

議
第
四
十
九
号 

垂
井
町
立
府
中
小
学
校
校
舎
（
中
・
西
棟
）

耐
震
・
大
規
模
改
修
工
事
（
建
築
）
請
負
契

約
の
締
結
に
つ
い
て 

 

五 

本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件 

議
事
日
程
の
と
お
り 

 六 

会
議
の
次
第 

○
議
長
（
衣
斐
弘
修
君
） 

こ
れ
よ
り
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。
（
午
前
九

時
一
分
） 

 

本
日
の
会
議
録
署
名
議
員
に
は
、
会
議
規
則
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

三
番
木
村
千
秋
君
、
四
番
栗
田
利
朗
君
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 

本
日
の
議
事
日
程
は
、
あ
ら
か
じ
め
印
刷
し
て
お
手
元
に
配
付
い
た
し
て

あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
よ
り
議
事
日
程
に
入
り
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
一 

議
第
四
十
二
号 

垂
井
町
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
衣
斐
弘
修
君
） 

日
程
第
一
、
議
第
四
十
二
号
垂
井
町
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま

す
。 

 

第
一
日
の
会
議
に
お
い
て
提
案
説
明
は
終
わ
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ

よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

 

質
疑
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
第
四
十
二
号
垂
井
町
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ

り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
二 
議
第
四
十
三
号 

垂
井
町
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
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の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
衣
斐
弘
修
君
） 

日
程
第
二
、
議
第
四
十
三
号
垂
井
町
職
員
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

第
一
日
の
会
議
に
お
い
て
提
案
説
明
は
終
わ
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ

よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
第
四
十
三
号
垂
井
町
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま

せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
三 

議
第
四
十
四
号 

垂
井
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
衣
斐
弘
修
君
） 

日
程
第
三
、
議
第
四
十
四
号
垂
井
町
国
民
健
康
保

険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

第
一
日
の
会
議
に
お
い
て
提
案
説
明
は
終
わ
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ

よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
第
四
十
四
号
垂
井
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
四 

議
第
四
十
六
号 

平
成
二
十
二
年
度
垂
井
町
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
二
号
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
衣
斐
弘
修
君
） 

日
程
第
四
、
議
第
四
十
六
号
平
成
二
十
二
年
度
垂

井
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

第
一
日
の
会
議
に
お
い
て
提
案
説
明
は
終
わ
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ

よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。 
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〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
第
四
十
六
号
平
成
二
十
二
年
度
垂
井
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
二

号
）
は
、
こ
れ
を
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
五 

議
第
四
十
七
号 

平
成
二
十
二
年
度
垂
井
町
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
衣
斐
弘
修
君
） 

日
程
第
五
、
議
第
四
十
七
号
平
成
二
十
二
年
度
垂

井
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
議
題
と
い
た
し
ま

す
。 

 

第
一
日
の
会
議
に
お
い
て
提
案
説
明
は
終
わ
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ

よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
第
四
十
七
号
平
成
二
十
二
年
度
垂
井
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
一
号
）
は
、
こ
れ
を
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ

り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
六 

議
第
四
十
五
号 

平
成
二
十
一
年
度
垂
井
町
水
道
事
業
会
計
決

算
認
定
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
衣
斐
弘
修
君
） 

日
程
第
六
、
議
第
四
十
五
号
平
成
二
十
一
年
度
垂

井
町
水
道
事
業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

本
案
に
つ
い
て
は
、
総
務
産
業
建
設
委
員
会
の
審
査
が
終
了
い
た
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
こ
れ
よ
り
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。
総
務
産
業
建
設
委

員
長
藤
墳
理
君
。 

 
 

 

〔
総
務
産
業
建
設
委
員
長
藤
墳
理
君
登
壇
〕 

○
総
務
産
業
建
設
委
員
長
（
藤
墳
理
君
） 

た
だ
い
ま
よ
り
委
員
長
報
告
を
い

た
し
ま
す
。 

 

第
一
日
の
会
議
に
お
い
て
、
総
務
産
業
建
設
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た

議
第
四
十
五
号
平
成
二
十
一
年
度
垂
井
町
水
道
事
業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い

て
、
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
委
員
会
と
し
ま
し
て
は
、
六
月
九
日
に
委
員
会
を
開
催
し
、
上
下
水
道

課
長
等
か
ら
決
算
書
に
基
づ
く
説
明
を
求
め
る
中
で
審
査
い
た
し
ま
し
た
結

果
、
本
決
算
に
つ
い
て
は
妥
当
な
も
の
で
あ
り
、
認
定
す
べ
き
も
の
と
決
定

を
い
た
し
ま
し
た
。 



－９１－ 

 

な
お
、
昨
年
に
続
き
、
純
損
失
を
計
上
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
安
全
で

安
定
的
な
水
の
供
給
の
た
め
の
中
・
長
期
の
施
設
整
備
計
画
と
そ
れ
に
伴
う

綿
密
な
財
政
計
画
を
策
定
さ
れ
、
よ
り
一
層
、
効
率
的
で
健
全
な
経
営
に
努

め
ら
れ
た
い
。
ま
た
、
積
立
金
や
企
業
債
な
ど
は
総
合
的
に
検
討
し
、
計
画

的
な
資
金
調
達
に
努
め
ら
れ
た
い
。 

 

な
お
、
有
収
率
は
向
上
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
の
分
析
を
行
い
、
さ
ら

な
る
有
収
率
の
向
上
に
も
努
め
ら
れ
る
よ
う
要
望
し
、
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

○
議
長
（
衣
斐
弘
修
君
） 
こ
れ
よ
り
委
員
長
報
告
に
対
す
る
質
疑
に
入
り
ま

す
。 

 
 

 

〔
挙
手
す
る
者
あ
り
〕 

 

二
番
吉
野
誠
君
。 

 
 

 

〔
吉
野
誠
君
登
壇
〕 

○
二
番
（
吉
野
誠
君
） 

今
、
総
務
産
建
委
員
長
か
ら
報
告
が
あ
り
ま
し
た
け

ど
、
私
は
一
つ
わ
か
ら
な
い
の
で
、
お
聞
き
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

資
料
で
い
た
だ
い
て
お
る
中
に
、
平
成
二
十
一
年
度
垂
井
町
水
道
事
業
会

計
決
算
審
査
意
見
書
と
い
う
こ
と
で
、
垂
井
町
監
査
委
員
か
ら
出
て
お
り
ま

す
が
、
こ
の
八
ペ
ー
ジ
の
中
で
後
ろ
か
ら
五
行
目
の
と
こ
ろ
、
「
今
後
の
水

道
事
業
の
経
営
に
当
た
っ
て
は
、
需
要
量
が
伸
び
悩
む
中
、
事
務
事
業
の
見

直
し
に
よ
る
経
常
経
費
の
削
減
や
経
営
の
合
理
化
」
と
い
う
ふ
う
に
う
た
っ

て
お
り
ま
す
が
、
で
は
、
私
ど
も
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
お
聞
き
し
ま
す
け
ど
、

事
務
事
業
の
見
直
し
と
い
う
こ
と
は
、
何
の
内
容
を
指
し
て
い
る
の
か
と
。

そ
れ
か
ら
そ
れ
に
基
づ
く
経
常
経
費
の
削
減
は
ど
こ
と
ど
こ
な
ん
や
と
。 

 
 

 

〔
発
言
す
る
者
あ
り
〕 

 

聞
い
て
お
る
ん
や
が
な
、
わ
か
ら
へ
ん
で
。 

 

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
経
営
の
合
理
化
と
い
う
こ
と
の
文
言
に
つ
い
て
わ

か
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
答
え
願
い
た
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

○
議
長
（
衣
斐
弘
修
君
） 

申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
議
案
は
、
総
務
産
業
建
設
委
員
会
に
付
託
し
、
委
員
会
審
査
が
終
了
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
質
疑
は
委
員
会
審
査
の
経
過
及
び
結
果
に
対
し
て
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

 

他
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
挙
手
す
る
者
あ
り
〕 

 

六
番
奥
村
耕
作
君
。 

 
 

 

〔
奥
村
耕
作
君
登
壇
〕 

○
六
番
（
奥
村
耕
作
君
） 

委
員
会
で
、
担
当
課
長
、
も
し
く
は
町
長
、
も
し

く
は
副
町
長
か
ら
説
明
は
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
、
平
成
二
十
一
年
度
の
水

道
会
計
に
お
き
ま
し
て
、
最
終
残
っ
た
お
金
は
八
億
八
千
二
百
万
円
で
あ
り

ま
す
。 

 

こ
の
内
訳
と
し
ま
し
て
、
減
債
積
立
金
一
億
六
千
二
百
万
円
、
建
設
改
良

積
立
金
四
億
八
千
七
百
万
円
、
そ
れ
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日
に

新
た
に
八
千
五
百
万
円
の
起
債
を
起
こ
し
、
さ
ら
に
残
り
の
積
立
金
以
外
の

現
金
と
し
ま
し
て
は
二
億
三
千
三
百
万
円
余
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

八
千
五
百
万
円
の
新
た
な
起
債
を
起
こ
さ
な
く
て
も
、
一
億
四
千
八
百
万
円

と
い
う
現
金
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
な
ぜ
起
債
を
起
こ
し

た
の
か
と
い
う
説
明
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
納
得
で
き
な
い
よ
う
な
中
身

で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
委
員
長
の
ま
ず
も
う
一
度
こ
の
場
で
ど

の
よ
う
な
報
告
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
お
尋
ね
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

○
議
長
（
衣
斐
弘
修
君
） 

総
務
産
業
建
設
委
員
長
藤
墳
理
君
。 

 
 

 
〔
総
務
産
業
建
設
委
員
長
藤
墳
理
君
登
壇
〕 

○
総
務
産
業
建
設
委
員
長
（
藤
墳
理
君
） 

そ
の
件
に
関
し
て
は
、
町
長
の
方



－９２－ 

か
ら
答
弁
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は
、
奥
村
議
員
も
同
席
を
し
て
お

ら
れ
た
と
理
解
を
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
点
は
御
了
解
い
た
だ
き
た
い

と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

○
議
長
（
衣
斐
弘
修
君
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

こ
れ
を
も
っ
て
委
員
長
報
告
に
対
す
る
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

本
案
に
対
す
る
委
員
長
報
告
は
こ
れ
を
認
定
す
る
べ
き
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。
議
第
四
十
五
号
平
成
二
十
一
年
度
垂
井
町
水
道
事
業
会
計
決
算
認
定
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
委
員
長
報
告
の
と
お
り
認
定
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り

ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
あ
り
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

た
だ
い
ま
異
議
あ
り
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
よ
り
採

決
に
入
り
ま
す
。
採
決
は
起
立
に
よ
り
行
い
ま
す
。 

 

本
案
に
対
す
る
委
員
長
報
告
は
、
こ
れ
を
認
定
す
る
べ
き
も
の
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。
議
第
四
十
五
号
平
成
二
十
一
年
度
垂
井
町
水
道
事
業
会
計
決
算

認
定
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
委
員
長
報
告
の
と
お
り
認
定
す
る
こ
と
に
賛
成

の
諸
君
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

 

起
立
多
数
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
案
は
委
員
長
報
告
の
と
お
り
認
定

さ
れ
ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
七 

議
第
四
十
八
号 

垂
井
町
父
子
福
祉
手
当
支
給
条
例
の
廃
止
に

つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
衣
斐
弘
修
君
） 

日
程
第
七
、
議
第
四
十
八
号
垂
井
町
父
子
福
祉
手

当
支
給
条
例
の
廃
止
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

朗
読
を
省
略
し
、
提
案
者
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
町
長
中
川
満
也
君
。 

 
 

 

〔
町
長
中
川
満
也
君
登
壇
〕 

○
町
長
（
中
川
満
也
君
） 

議
第
四
十
八
号
垂
井
町
父
子
福
祉
手
当
支
給
条
例

の
廃
止
に
つ
い
て
提
案
理
由
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
り
支
給
対
象
が
父
子
家

庭
へ
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
条
例
を
廃
止
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

細
部
に
つ
き
ま
し
て
は
、
健
康
福
祉
課
長
に
補
足
説
明
を
さ
せ
ま
す
の
で
、

十
分
御
審
議
の
上
、
御
賛
同
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
を
申
し
上
げ

ま
す
。 

○
議
長
（
衣
斐
弘
修
君
） 

健
康
福
祉
課
長
中
村
繁
範
君
。 

 
 

 

〔
健
康
福
祉
課
長
中
村
繁
範
君
登
壇
〕 

○
健
康
福
祉
課
長
（
中
村
繁
範
君
） 

そ
れ
で
は
、
垂
井
町
父
子
福
祉
手
当
支

給
条
例
の
廃
止
に
つ
い
て
補
足
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

垂
井
町
父
子
福
祉
手
当
支
給
条
例
は
、
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い

児
童
に
対
し
て
父
子
福
祉
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の
福
祉
の

増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
条

例
が
施
行
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
去
る
六
月
二
日
に
児
童

扶
養
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
ま
し
て
、
八
月
一
日
か

ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 
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こ
の
改
正
法
で
は
、
児
童
扶
養
手
当
の
父
子
へ
の
支
給
が
盛
り
込
ま
れ
ま

し
た
こ
と
に
よ
り
、
町
単
独
で
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
垂
井
町
父
子
福
祉
手

当
支
給
条
例
を
廃
止
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

以
上
、
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
衣
斐
弘
修
君
） 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
第
四
十
八
号
垂
井
町
父
子
福
祉
手
当
支
給
条
例
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
案
は
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
八 

議
第
四
十
九
号 

垂
井
町
立
府
中
小
学
校
校
舎
（
中
・
西
棟
）

耐
震
・
大
規
模
改
修
工
事
（
建
築
）
請
負
契

約
の
締
結
に
つ
い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
衣
斐
弘
修
君
） 

日
程
第
八
、
議
第
四
十
九
号
垂
井
町
立
府
中
小
学

校
校
舎
（
中
・
西
棟
）
耐
震
・
大
規
模
改
修
工
事
（
建
築
）
請
負
契
約
の
締

結
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

朗
読
を
省
略
し
、
提
案
者
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
町
長
中
川
満
也
君
。 

 
 

 

〔
町
長
中
川
満
也
君
登
壇
〕 

○
町
長
（
中
川
満
也
君
） 

議
第
四
十
九
号
垂
井
町
立
府
中
小
学
校
校
舎

（
中
・
西
棟
）
耐
震
・
大
規
模
改
修
工
事
（
建
築
）
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て
提
案
理
由
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
工
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
去
る
六
月
四
日
に
指
名
競
争
入
札
に
付
し
ま

し
た
と
こ
ろ
、
内
藤
・
平
成
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
、
代
表
者
、
岐
阜

市
六
条
南
三
丁
目
十
番
十
号
、
内
藤
建
設
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

内
藤

宙
が
落
札
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
こ
の
者
と
一
億
六
千
六
十
五
万
円
で
請
負

契
約
を
締
結
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
垂

井
町
議
決
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。 

 

細
部
に
つ
き
ま
し
て
は
、
総
務
課
長
並
び
に
学
校
教
育
課
長
に
補
足
説
明

を
さ
せ
ま
す
の
で
、
十
分
御
審
議
の
上
、
御
賛
同
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く

お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
議
長
（
衣
斐
弘
修
君
） 

総
務
課
長
永
澤
幸
男
君
。 

 
 

 

〔
総
務
課
長
永
澤
幸
男
君
登
壇
〕 

○
総
務
課
長
（
永
澤
幸
男
君
） 

そ
れ
で
は
、
今
、
上
程
さ
れ
ま
し
た
議
第
四

十
九
号
垂
井
町
立
府
中
小
学
校
校
舎
（
中
・
西
棟
）
耐
震
・
大
規
模
改
修
工

事
（
建
築
）
請
負
契
約
の
締
結
に
係
り
ま
す
補
足
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
あ
わ
せ
て
お
手
元
に
配
付
の
資
料
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
指
名
競
争
入

札
結
果
表
も
ご
ら
ん
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

 
提
案
説
明
に
も
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
当
工
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
去

る
平
成
二
十
二
年
六
月
四
日
に
指
名
競
争
入
札
を
執
行
い
た
し
た
と
こ
ろ
で

ご
ざ
い
ま
す
。 



－９４－ 

 

本
件
の
入
札
に
つ
き
ま
し
て
は
、
垂
井
町
建
設
工
事
指
名
競
争
入
札
参
加

者
選
定
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
き
ま
し
て
、
二
社
に
よ
る
共
同
企
業
体
で
行

う
こ
と
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
町
内
の
八
社
、
そ
れ
か
ら
県
内
十
社

に
そ
れ
ぞ
れ
共
同
企
業
体
の
結
成
依
頼
通
知
を
し
た
結
果
、
届
け
出
期
限
の

五
月
二
十
四
日
ま
で
に
届
け
出
が
あ
っ
た
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
、
こ

の
後
は
共
同
企
業
体
と
呼
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
こ
れ
の
結
成
届
け
を

受
理
い
た
し
ま
し
た
岐
建
・
藤
井
建
設
共
同
企
業
体
、
桐
山
・
桐
山
共
同
企

業
体
、
大
日
本
・
大
計
共
同
企
業
体
、
大
橋
・
タ
ワ
ダ
共
同
企
業
体
、
上

村
・
桐
建
共
同
企
業
体
、
内
藤
・
平
成
共
同
企
業
体
、
宇
佐
美
・
と
み
た
共

同
企
業
体
、
藤
塚
・
室
建
工
共
同
企
業
体
の
八
社
に
よ
り
ま
す
業
者
で
執
行

し
て
ま
い
り
ま
し
て
、
一
回
目
の
入
札
で
予
定
価
格
に
達
し
ま
し
て
、
内

藤
・
平
成
共
同
企
業
体
が
、
税
抜
き
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
一
億
五
千
三
百
万

円
で
落
札
い
た
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
議
案
に
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ

の
入
札
結
果
に
よ
り
ま
し
て
、
消
費
税
等
合
わ
せ
ま
し
て
一
億
六
千
六
十
五

万
円
で
同
共
同
企
業
体
代
表
者
、
内
藤
建
設
株
式
会
社
、
代
表
取
締
役
、
内

藤
宙
と
工
事
請
負
契
約
を
締
結
す
る
に
当
た
り
ま
し
て
、
予
定
価
格
が
五
千

万
円
以
上
の
工
事
請
負
と
な
り
ま
す
の
で
、
本
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
つ

き
ま
し
て
、
議
会
の
議
決
を
お
願
い
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
今
回
の
共
同
企
業
体
の
出
資
割
合
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
内
藤
建
設

株
式
会
社
が
六
〇
％
、
平
成
興
産
株
式
会
社
が
四
〇
％
で
、
完
成
期
限
は
平

成
二
十
二
年
十
二
月
十
五
日
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

な
お
、
分
離
発
注
と
し
て
電
気
設
備
工
事
及
び
機
械
設
備
工
事
、
そ
れ
と

一
緒
に
行
い
ま
し
た
工
事
監
理
業
務
に
つ
き
ま
し
て
も
、
同
日
、
入
札
に
付

し
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
お
手
元
の
入
札
結
果
の
と
お
り
落
札
業
者

が
決
定
し
て
お
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

以
上
、
補
足
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

○
議
長
（
衣
斐
弘
修
君
） 

学
校
教
育
課
長
乾
豊
君
。 

 
 

 

〔
学
校
教
育
課
長
乾
豊
君
登
壇
〕 

○
学
校
教
育
課
長
（
乾
豊
君
） 

た
だ
い
ま
上
程
さ
れ
て
お
り
ま
す
府
中
小
学

校
中
・
西
棟
耐
震
・
大
規
模
改
修
工
事
の
概
要
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
を
申

し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

府
中
小
学
校
校
舎
中
・
西
棟
は
、
昭
和
四
十
一
年
に
建
築
を
さ
れ
ま
し
て
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
三
階
建
て
で
、
延
べ
面
積
は
二
千
九
十
平
方
メ
ー
ト
ル

で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

中
・
西
棟
は
、
平
成
元
年
度
に
大
規
模
改
修
工
事
を
実
施
し
て
お
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
建
設
当
初
か
ら
四
十
四
年
が
経
過
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
か
な

り
老
朽
化
が
進
ん
で
お
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
新
耐
震
設
計
法
の

以
前
の
建
物
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
新
た
に
ブ
レ
ス
を
中
心
に
補
強
を
す
る

こ
と
と
い
た
し
ま
し
て
必
要
な
耐
震
性
能
が
得
ら
れ
る
も
の
と
、
社
団
法
人

の
岐
阜
県
建
築
士
事
務
所
協
会
耐
震
診
断
評
定
委
員
会
か
ら
評
定
を
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
後
に
、
県
の
教
育
委
員
会
に
内
容
の
審
査
と
承
認
を
得
ま
し
て
、

耐
震
補
強
を
含
め
て
施
設
整
備
を
進
め
て
い
く
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

中
・
西
棟
の
大
規
模
改
修
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
階
に
つ
き
ま
し
て
は
、

床
、
壁
、
天
井
等
の
仕
上
げ
改
修
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
二
階
、
三
階
に
つ
き
ま
し
て
は
、
既
存
の
普
通
教
室
、
あ
る
い
は
ワ
ー

ク
ス
ペ
ー
ス
の
改
修
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
電
気
設
備

に
つ
き
ま
し
て
は
、
照
明
器
具
の
改
修
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
機
械
設
備
で

は
、
屋
内
消
火
栓
あ
る
い
は
手
洗
い
の
増
設
、
ト
イ
レ
の
改
修
を
行
っ
て
ま

い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

工
期
に
つ
き
ま
し
て
は
、
契
約
の
日
か
ら
五
カ
月
と
い
た
し
ま
し
て
、
十
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二
月
十
五
日
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
基
づ
き
ま
し
て
、
工
事
を
進

め
て
ま
い
り
た
い
と
い
う
よ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
を
申
し
上
げ
ま
す
。
以
上
で
す
。 

○
議
長
（
衣
斐
弘
修
君
） 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
第
四
十
九
号
垂
井
町
立
府
中
小
学
校
校
舎
（
中
・
西
棟
）
耐
震
・
大
規

模
改
修
工
事
（
建
築
）
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
同
意
す
る

こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
案
は
同
意
さ
れ
ま
し
た
。 

 

以
上
で
本
日
の
議
事
日
程
は
す
べ
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。
よ
っ
て
、
本

日
の
会
議
を
閉
じ
、
こ
れ
を
も
っ
て
平
成
二
十
二
年
第
四
回
垂
井
町
議
会
定

例
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。
（
午
前
九
時
三
十
一
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

    

 

右
会
議
の
次
第
を
記
載
し
、
そ
の
真
正
な
る
こ
と
を
証
す
る
た
め
、
こ
こ

に
署
名
す
る
。 

 

平
成
二
十
二
年 

 

月 
 

日 

 

議 
 

長 
 

 

衣 
 

斐 
 

弘 
 

修 

  

議 
 

員 
 

 

木 
 

村 
 

千 
 

秋 

  

議 
 

員 
 

 

栗 
 

田 
 

利 
 

朗 

 


